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平 成 ２ １ 第 ６ 回 
箕面市教育委員会定例会会議録 

 
１．日  時  平成２１年６月９日（火） 午後２時 
 
１．場  所  箕面市役所 第３別館 会議室  
 
１．出席委員  委 員 長 小 川 修 一 君 

委 員 長 職 務 代 理 者 白 石  裕  君 
委 員 坂 口 一 美 君 

委 員 福 井 聖 子 君 

委 員 （ 教 育 長 ）       森 田 雅 彦 君   
 
１． 付議案件説明者 

教育次長兼子ども部長 中 井 勝 次 君 

教 育 推 進 部 長  森 井 國 央 君 
生 涯 学 習 部 長 浅 井 晃 夫 君 

教 育 推 進 部 次 長 

(教育政策・学校管理担当 ) 稲 野 公 一 君 

兼 教 育 政 策 課 長 

教 育 推 進 部 次 長 

（教育指導・教職員担当） 若 狭 周 二 君 

教育推進部次長（教育センター担当）  

兼副理事（小中一貫教育担当）        樋 口 弘 造 君 

子 ど も 部 副 部 長       藤 迫  稔  君 

子ども家庭総合支援室長      谷 口 あや子 君 

生 涯 学 習 部 次 長  黒 田 正 記 君 

学 校 管 理 課 長  岩 永 幸 博 君 
学 校 教 育 課 長  中 村  香  君 

教 職 員 課 長       松 山 隆 志 君 

人 権 教 育 課 長  笹 川 実千代 君 

教 育 セ ン タ ー 所 長 松 山 尚 文 君 
子 ど も 政 策 課 長 水 谷  晃  君 

幼 児 育 成 課 長 千 葉 亜紀子 君 
子 ど も 部 専 任 参 事 
（ 幼 稚 園 担 当 ） 津 田 善 寿 君 

子 ど も 支 援 課 長 水 野 賢 治 君 

子 ど も 家 庭 相 談 課 長       前 田 佳 則 君 

子 ど も 部 専 任 参 事 
（ 青 少 年 育 成 担 当 ） 高 橋 正 信 君 

生 涯 学 習 課 長 小 西 敏 広 君 

生 涯 学 習 課 参 事 阿 部 一 郎 君 

文 化 ス ポ ー ツ 課 長       前 田 一 成 君 

生 涯 学 習 部 専 任 参 事 
（生涯学習センター・公民館担当） 大 浜 訓 子 君 

生 涯 学 習 部 参 事 
（生涯学習センター・公民館担当） 山 口 龍 萬 君 

生 涯 学 習 部 専 任 参 事 
（ 文 化 財 保 護 担 当 ）      河 原 弘 明 君 

中 央 図 書 館 長 江 口  寛  君 

１．出席事務局職員 
教 育 政 策 課 担 当 主 査        髙 橋 勝 代 君 
教 育 政 策 課     森   貴 美 君 



１． 議事日程 

日程第 １ 会議録署名委員の指定 

日程第 ２ 箕面市教育委員会活動評価委員委嘱の件 

日程第 ３ 箕面市就学援助規則改正の件 

日程第 ４ 箕面市就学援助費給付要綱改正の件 

日程第 ５ 箕面市中学校夜間学級生徒就学援助費給付要綱制定 

の件 

日程第 ６ 箕面市民族学校就学援助費給付要綱改正の件 

日程第 ７ 箕面市特別支援（養護）教育就学奨励費給付要綱改正 

の件 

日程第 ８ 箕面市認可外保育施設管理費及び保護者保育料に関 

する補助金交付要綱制定の件 

日程第 ９ 箕面市社会教育委員解職及び委嘱の件 

日程第１０ 教育長の給与及び勤務時間等に関する条例改正に係 

る意見提出の件 

日程第１１ 箕面市教育委員会所管に係る平成２０年度箕面市一 

般会計補正予算（第７号）の件 

日程第１２ 箕面市教育委員会所管に係る平成２１年度箕面市一 

般会計補正予算（第２号）の件 

日程第１３ 箕面市教育委員会事務局職員の人事発令の件 

日程第１４ 箕面市教育委員会会議録の承認を求める件 

日程第１５ 教育長報告 

 

 

（午後２時開会） 

 

 

◯委員長（小川修一君） ： ただ今から、平成２１年第６回箕面市教育委

員会定例会を開催します。議事に先立ちまして、事務局に「諸般の報告」

を求めます。 

（事務局報告） 

◯委員長（小川修一君） ： ただ今の報告のとおり、本日の出席委員は５

名で、本委員会は成立しました。 

◯委員長（小川修一君） ： それでは、日程第１、「会議録署名委員の指

定」を行います。本日の会議録署名委員は、箕面市教育委員会会議規則

第４条第２項の規定に基づき、委員長において坂口委員を指定します。 



◯委員長（小川修一君） ： 次に日程第２、議案第２７号「箕面市教育委

員会活動評価委員委嘱の件」を議題とします。議案の朗読を省略し、

提案理由を教育推進部教育政策課長に求めます。 

○教育政策課長（稲野公一君） ： 本件は、昨年４月から施行された改正

後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項の規定

により、実施が義務付けられた教育委員会活動の点検・評価をいただく

評価委員について、昨年度は２名の委員を委嘱しましたが、今年度は１

名を追加するため、提案するものです。 

◯委員長（小川修一君） ： 私どもは前年度、島委員と岡委員のお二方を

委嘱しました。この方々は２年間の任期ですので、今年度も引き続き

お願いすることとなります。本年度はもうひと方加えて、３名の方に

お願いすることとなります。 

◯委員長（小川修一君） ： この件に関して、何か質問、意見はありませ

んか。 

○委員長（小川修一君） ： ないようですので、議案第２７号を採決しま

す。本件を原案どおり可決することに異議はありませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

○委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は、原案

どおり可決されました。 

◯委員長（小川修一君） ： 次に日程第３、議案第２８号「箕面市就学援

助規則改正の件」、日程第４、議案第２９号「箕面市就学援助費給付

要綱改正の件」、日程第５、議案第３０号「箕面市中学校夜間学級生

徒就学援助費給付要綱制定の件」、日程第６、議案第３１号「箕面市

民族学校就学援助費給付要綱改正の件」及び、日程第７、議案第３２

号「箕面市特別支援（養護）教育就学奨励費給付要綱改正の件」は、

関連案件ですので、一括審議することといたしてよろしいか。 

（“異議なし”の声あり） 

◯委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、一括審議する

ことといたします。議案の朗読を省略し、提案理由を教育推進部学校

管理課長に求めます。 

○学校管理課長（岩永幸博君） ： 議案第２８号及び議案第３０号につい

ては、箕面市在住で大阪府内の中学校夜間学級に通学する生徒に対して

就学援助する必要が生じたこと、加えて、議案第２８号については、学

校保健法施行令が改正されたことにより関係規定を整備するため、本規

則の一部改正、及び本要綱の制定を提案するものです。議案第２９号に

ついても、学校保健法施行令の改正に伴う関係規定の整備のため本要綱



の一部改正を提案するものです。議案第３１号については、就学援助費

の給付方法を改めるとともに、認定基準をより明確化するため、本要綱

の一部改正を提案するものです。議案第３２号については、養護学級の

呼称変更に伴う本要綱の一部改正を提案するものです。 

◯委員長（小川修一君） ： この件に関して、何か質問、意見はありませ

んか。 

◯委員長（小川修一君） ： 中学校夜間学級や民族学校に箕面市の方で在

籍されている実績はあるのですか。 

○学校管理課長（岩永幸博君） ： 中学校夜間学級に在籍されている方は、

豊中市立第四中学校に３名、大阪市立天満中学校に１名の合計４名おら

れます。ただし、就学援助の対象となる方はおられません。また、民族

学校に在籍されている方はいません。 

○委員長（小川修一君） ： 他にないようですので、議案第２８号、議案

第２９号、議案第３０号、議案第３１号及び議案第３２号を採決します。

本件を原案どおり可決することに異議はありませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

○委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は、原案

どおり可決されました。 

◯委員長（小川修一君） ： 次に日程第８、議案第３３号「箕面市認可外

保育施設管理費及び保護者保育料に関する補助金交付要綱制定の件」

を議題とします。議案の朗読を省略し、提案理由を子ども部幼児育成

課長に求めます。 

○幼児育成課長（千葉亜紀子君） ： 本件は、保育所待機児童の解消を目

的として、待機児童の受入れを行う市内認可外保育施設及び当該認可外

保育施設入所児童の保護者に補助を行うため、本要綱の制定を提案する

ものです。なお、当該事業にかかる予算については、後の報告案件で報

告いたしますが、平成２１年第２回市議会定例会の補正予算として提案

しているところです。 

◯委員長（小川修一君） ： この件に関して、何か質問、意見はありませ

んか。 

○委員（福井聖子君） ： この事業について、すでに予算を提案されてい

るということですが、何人ぐらいを見込んでいますか。 

○幼児育成課長（千葉亜紀子君） ： 現在のところ、１０名を見込んでお

り、予算としては、１０名の９か月分を想定しています。 

○委員（福井聖子君） ： 待機児対策はずっと取り組んでおられると思う

のですが、箕面市内の乳幼児の育て方として、私はもう少し在宅で育



てるということ、育てやすさを考えていくことも一つの方法ではない

かと思います。よく保育施設が足りないので、施設をどうするかとい

う議論が流れるのですが、そうではなく、在宅で落ち着いて子どもを

しっかり育てられるような在宅支援を充実させる方法もあるのではな

いか。また、保育ママという制度について、国としては基準をゆるめ

てきているという話も聞きますので、これから箕面市として、母親の

就労を支援するような形で進めていくのか、あるいは、在宅で育てる

母親を支援するのか。もちろん、どちらがどっちということはないの

ですが、全体としてよりどちらにウエイトを置いた方がいいのか。ま

た、子どもプランの中でこのあたりについては、どのように扱ってい

るのか、教えてください。  

○幼児育成課長（千葉亜紀子君） ： 在宅の支援については、かねてから

地域での子育ての支援の必要性が市としても課題として認識しており、

子育て支援センターやファミリーサポートなど、家庭で子育てをする

に当たっての魅力付けというか、より子育てしやすい環境を作ってい

くのは大切なことだと考えている一方で、保育所については、経済的

な事情、あるいは、仕事をされる意志がある方が申し込みされており、

要保育率といいますが、保育所の申し込みをされている割合は年々増

えている状況です。昨年度の年度当初は１９パーセントの方が保育所

に申し込みされていましたが、今年度については、２１．６パーセン

トとなり、保育所を希望される方の割合は年々増えています。一方で、

在宅での子育てしやすい環境としては整えながらも経済的な環境など、

別の要因で保育所を申し込まれる方の割合は年々増加していくと思わ

れますので、そのような意味でも保育のキャパということについては、

整備が一定は必要だと考えているところです。保育ママについては、

認可外保育施設、あるいは簡易保育所がそれに準じたような、家庭と

は若干違いますが、小さい規模で子どもさんをお預かりする施設とし

て市が補助させていただいていますので、それを継続していくことを

想定しています。 

○委員（福井聖子君） ： 認可外保育施設と保育ママはほとんど同じであ

ると考えていいのでしょうか。 

○幼児育成課長（千葉亜紀子君） ： 国の保育ママについては、普通の家

庭の中で、ほぼ１対１で子どもさんをお預かりする制度を想定してい

ますが、現在のところ、箕面市はその制度そのものの導入は予定して

いませんが、ファミリーサポートがかなりそれに近い形かと思ってい

ます。一方で国が想定している保育ママのようなフルタイムでお預か



りすることはなかなか一般のご家庭では難しいところもあるかと思い

ますのと、こちらから目が届きにくい面もあるかと思いますので、現

在のところはまだ想定していませんが、それに準じるようなものとし

て認可外保育施設を位置付けていきたいと思っています。 

○委員長（小川修一君） ： 市のスローガンとして「子育てしやすさ日本

一」とありますが、それに沿って言えば様々な方法があろうかと思い

ます。福井委員が指摘された保育ママの問題、子どもプランや就労支

援など、すべてが一点集中の方向であろうかと思っているのですが、

これを委員会として担当できる部分がどこにあるかどのようなことが

できるかを認識することが、このスローガンを少しでも実現に近づけ

ることではないかと思います。そのような意味では、我々委員と事務

局ともどもこの問題を前向きに考えていかなければならないかと思い

ます。 

○子ども政策課長（水谷晃君） ： 子どもプランについては、前年度にア

ンケート調査を行い、それに基づいて今年度策定作業を進めているの

ですが、在宅支援については、すべての子育て家庭に対する支援とし

て就学前児童をどう支援していくかであります。保育所、幼稚園、在

宅支援の中で児童数がどのように推移していくかを考えながら検討し、

今年度中にまとめていこうとしています。 

○委員長（小川修一君） ： 他にないようですので、議案第３３号を採決

します。本件を原案どおり可決することに異議はありませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

○委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は、原案

どおり可決されました。 

◯委員長（小川修一君） ： 次に日程第９、報告第２９号「箕面市社会教

育委員解職及び委嘱の件」を議題とします。議案の朗読を省略し、提

案理由を生涯学習部生涯学習課長に求めます。 

○生涯学習課長（小西敏広君） ： 本件は、箕面市社会教育委員の解職及

び委嘱について、社会教育法第１５条第２項、箕面市社会教育委員に関

する条例第３条第１項及び箕面市社会教育委員会議規則第２条の規定

に基づき、行う必要が生じましたが、委員長において教育委員会会議を

招集する時間的余裕がないことが明らかであるとお認めいただきまし

たので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項及び

箕面市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定に

より、教育長が臨時に代理しましたので、箕面市教育委員会教育長に対

する事務委任規則第３条第２項の規定により報告するものです。 



◯委員長（小川修一君） ： この件に関して、何か質問、意見はありませ

んか。 

○委員長（小川修一君） ： 社会教育委員は様々な分野で委嘱していると

思うのですが、その概要をお願いします。 

○生涯学習課長（小西敏広君） ： ４号まで委員があり、１号委員として、

学校教育関係者として小・中学校の校長会から選出していただいてい

ます。２号委員としては、文化・芸術関係や青少年関係、体育、図書

館、地域コミュニティの関係団体などから選出していただいています。

３号委員としては、家庭教育関係者として公募により１名、４号委員

としては、学識経験者として公募委員の１名を含め、３名となってい

ます。全員で１０名となります。 

○委員長（小川修一君） ： そうすると、今回の案件の方は、どの分野の

方になりますか。 

○生涯学習課長（小西敏広君） ： ２号委員の中で、社会体育の関係者と

して出ていただいています。 

○委員長（小川修一君） ： 他にないようですので、報告第２９号を採決

します。本件を報告どおり承認することに異議はありませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

○委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は、報告

どおり承認されました。 

○委員長（小川修一君） ： 次に日程第１０、報告第３０号「教育長の給

与及び勤務時間等に関する条例改正に係る意見提出の件」を議題とし

ます。議案の朗読を省略し、提案理由を教育推進部教育政策課長に求

めます。 

◯教育政策課長（稲野公一君） ： 本件は、来る６月３０日に支給が予定

されている一般職の職員や市長等の特別職の期末勤勉手当を０．２月分

減額する特別措置を実施することに合わせ、教育長の期末手当も同様に

減額するため、教育長の給与及び勤務時間等に関する条例が準用する箕

面市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案の作成

に関し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定によ

り、箕面市長から意見聴取があり、回答する必要が生じましたが、委員

長において、教育委員会会議を招集する時間的余裕がないとお認めいた

だいたため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項

及び箕面市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規

定により、教育長が臨時に代理しましたので、箕面市教育委員会教育長

に対する事務委任規則第３条第２項の規定により報告するものです。  



◯委員長（小川修一君） ： この件に関して、何か質問、意見はありませ

んか。 

○委員長（小川修一君） ： ないようですので、報告第３０号を採決しま

す。本件を報告どおり承認することに異議はありませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

○委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は、報告

どおり承認されました。 

○委員長（小川修一君） ： 次に日程第１１、報告第３１号「箕面市教育

委員会所管に係る平成２０年度箕面市一般会計補正予算（第７号）の

件」及び日程第１２、報告第３２号「箕面市教育委員会所管に係る平

成２１年度箕面市一般会計補正予算（第２号）の件」は、関連案件で

すので、一括審議することといたしてよろしいか。 

（“異議なし”の声あり） 

◯委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、一括審議する

ことといたします。議案の朗読を省略し、提案理由を教育推進部教育

政策課長に求めます。 

◯教育政策課長（稲野公一君） ： 報告第３１号については、国庫補助金

等の確定に伴い、箕面市教育委員会所管に係る平成２０年度箕面市一

般会計予算の補正を市長に要請する必要が生じましたが、委員長にお

いて教育委員会会議を招集する時間的余裕がないとお認めいただいた

ため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項及び

箕面市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定に

より、教育長が臨時に代理しましたので、箕面市教育委員会教育長に

対する事務委任規則第３条第２項の規定により報告するものです。ま

た本件は、去る平成２１年３月３１日付けで、市長が専決処分されて

います。次に、報告第３２号については、平成２１年度当初予算編成

以降に確定した国・府からの委託事業や事務の変更等に伴い、箕面市

教育委員会所管に係る平成２１年度箕面市一般会計予算の補正を市長

に要請する必要が生じましたが、委員長において教育委員会会議を招

集する時間的余裕がないとお認めいただいたため、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第２６条第１項及び箕面市教育委員会教育長

に対する事務委任規則第３条第１項の規定により、教育長が臨時に代

理しましたので、箕面市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３

条第２項の規定により報告するものです。  
◯委員長（小川修一君） ： この件に関して、何か質問、意見はありませ

んか。 



○委員長（小川修一君） ： ないようですので、報告第３１号及び報告第

３２号を採決します。本件を報告どおり承認することに異議はありませ

んか。 

（“異議なし”の声あり） 

○委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は、報告

どおり承認されました。 

○委員長（小川修一君） ： 次に日程第１３、報告第３３号「箕面市教育

委員会事務局職員の人事発令の件」を議題とします。議案の朗読を省

略し、提案理由を教育推進部教育政策課長に求めます。 

◯教育政策課長（稲野公一君） ： 本件は、かねてから病気療養中の職員

２名のうち、１名が去る６月１日付けをもって復職するとともに、もう

１名は、主治医から、引き続き療養を要する旨の診断書が提出されたた

め、６月８日付けをもって、分限休職処分を発令する必要が生じました

が、委員長において教育委員会会議を招集する時間的余裕がないとお認

めいただきましたので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２

６条第１項及び箕面市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条

第１項の規定により、教育長が臨時に代理しましたので、箕面市教育委

員会教育長に対する事務委任規則第３条第２項の規定により報告する

ものです。  

◯委員長（小川修一君） ： この件に関して、何か質問、意見はありませ

んか。 

○委員長（小川修一君） ： ないようですので、報告第３３号を採決しま

す。本件を報告どおり承認することに異議はありませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

○委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は、報告

どおり承認されました。 

○委員長（小川修一君） ： 次に、日程第１４、報告第３４号「箕面市教

育委員会会議録の承認を求める件」を議題とします。議案の朗読を省

略し、提案理由を教育推進部教育政策課長に求めます。 

○教育政策課長（稲野公一君） ： 本件は、去る５月１２日に開催された

平成２１年第５回箕面市教育委員会定例会の会議録を作成したので、

箕面市教育委員会会議規則第４条の規定により提案するものです。 

○委員長（小川修一君） ： この件に関して、質問、意見はありませんか。 

○委員長（小川修一君） ： ないようですので、報告第３４号を採決しま

す。本件を報告どおり承認することに異議はありませんか。 

（“異議なし”の声あり） 



○委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告ど

おり承認されました。 

○委員長（小川修一君） ： 次に日程第１５、「教育長報告」を議題とし

ます。教育長に報告を求めます。 

○教育長（森田雅彦君） ： （議案書１１５頁により報告） 

 ◎新型インフルエンザ感染者の発生に伴う休業措置等について   

   保育所、幼稚園、小・中学校を８日間休業することとしましたが、こ

れは、初めてのことでしたので、この間の対応の経過等について報告

します。５月１６日朝、神戸市の高校生が、渡航歴がない、人から人

への感染として、国内感染が疑われるとの報告がありました。その後、

情報収集に努めたところ、茨木市の私立高校で、その前の週にインフ

ルエンザが大変流行し、１５０名ほどの生徒が休んでおり、学年閉鎖

を行っているという情報もわかってきました。午後６時過ぎに大阪府

で感染の疑いがあるとテレビで報告され、昼間にわかった茨木市の私

立の高校に通う豊中市在住の高校生が感染の疑いがあるとわかりまし

た。午後９時に豊中市が休校措置を決定しました。午後９時３０分に

市長、副市長と協議し、翌１７日の午前９時３０分から臨時校園所長

会を開催する旨の連絡を行いました。１７日の午前７時に大阪府教育

委員会に確認したところ、前日感染が疑われていた豊中の高校生の感

染が確定したという情報がありました。午前８時から教育委員会３部

で協議し、また、医師会とも相談しました。午前８時３０分から市危

機管理対策本部会議が開催され、休校措置等が決定されました。子ど

もたちの健康を守ること、感染の拡大を防ぐためにこのような措置を

執ることを決定しました。期間としては、１７日から２４日までの８

日間としました。また、市主催行事、事業の中止、延期や市民活動の

自粛等を決定しました。市立病院においては、発熱外来を開設しまし

た。午前９時３０分に校園所長会を開催し、８日間の休校措置の周知

をしました。運動会や修学旅行、研修等の各種行事は延期すること、

また、保護者への連絡は当日の午後、教職員による電話連絡を行うよ

う指示しました。午前１０時３０分には、府教委に休校措置を行うこ

とを連絡しました。市内の私立学校等にも休校措置を要請しました。

市内の塾などにも休講等を要請しました。休校期間中は、各学校で校

区の見回り、市教委も東部地区と西部地区を、１日２回巡回指導を行

いました。子どもたちの健康状況の把握については、高熱の出た幼児・

児童・生徒の確認を、学校を通じて行いました。開校に向けては、２

１日から２２日の午前中に、各学校が電話にてそれぞれの子どもたち



の健康状況の確認を行いました。２２日午前１０時に国の対応措置が

発表されました。蔓延期に入ったとして、その対応について、公表さ

れました。それを受けて、午前１１時３０分に市危機管理対策本部会

議が開催され、２５日から開校することを決定しました。２５日から

開校しますが、当分の間、子どもたちの健康状況についても十分観察

する必要があること、市の主催行事は１週間程度自粛しますが、ケー

ス・バイ・ケースで検討することが決定されました。午後１時３０分

から臨時の校園所長会を開催し、開校措置の指示、健康確認方法等を

指示しました。今回の各学校や教育委員会での対応については、検証

して、課題等については、次に生かしていきたいと思っています。な

お、全体的に、学校や保護者、地域の方々の協力を受け、大きな混乱

もなく休校、開校措置がとれたと思っています。 

◎新型インフルエンザによる臨時休校期間中の授業時数の確保について 

   小・中学校においては、８月２７日を始業式として３日間を繰り上げ

て、２学期を開始します。２８日、３１日は、子どもたちの健康状況、

生活リズムもあると思いますので、午前中の授業とします。また、９月

１日から給食を開始します。通常ですと、９月１日から７日までは短縮

期間で午前中の授業でしたが、これを平常授業として、これで授業時数

の確保にあたります。これについては、６月５日に校長会で指示しまし

た。６月８日に全保護者にプリントでお知らせしました。 

○委員長（小川修一君） ： ここまでの報告に関して、何か質問、意見は

ありませんか。 

○委員長（小川修一君） ： 大きな混乱を招くことはなかったとして、対

応については間違っていなかったとの教育長の報告がありましたが、

課題もないわけではないとのニュアンスもありましたが、どのような

課題がありましたか。 

○教育長（森田雅彦君） ： 学校を休校する際、市内の私立などの小・中

学校、高校、大学に感染の拡大を防ぐためには同じスタンスで歩んで

いくことが大事だと思うのですが、府立の高校や支援学校は、府の直

轄であることから、こちらから要請をしましたが、なかなか判断に時

間がかかり、校長先生も少し悩んでおられました。このことは、市長

や私から、また担当次長からも府教委に連絡を入れました。本日、夕

方に府教委から来庁されるので、その件について話をしたいと思って

います。また、茨木市で私立の高校で感染者が発生したとして、休校

の要請が茨木市、吹田市、豊中市の３市にとどまって、箕面市はそこ

から外されていたことについても、課題があったと思っています。 



○委員長（小川修一君） ： 各学校の連絡網はどうでしたか。 

○教育長（森田雅彦君） ： 連絡については、接触をすることを避け、担

任の先生が電話連絡することとしました。また、１９校のうち１３校

ではメールの一斉配信でも知らせました。あるいは、学校のホームペ

ージですぐに掲載して伝えました。ポスティングについても、途中か

ら別途に連絡を取らなくてはならないことについて行いました。教育

委員会からお願いしたのは、確実にできるだけ迅速に正確な情報を伝

えてほしいと指示しました。また、最初は指導主事も担当校に応援に

行きました。休校についての連絡が午後１時から４時の間で行われた

と集約しています。 

○委員長（小川修一君） ： 従前ですと家庭連絡網を完備していましたが、

最近はプライバシーの問題等もありますので、各学校で連絡網ができ

にくいということもあって、学校の意志を各学校に伝える方法がどう

なのかと懸念されたのですが、それに代わる方法が出てきており、今

回は、それでつまることはなかったということですね。これも一つの

教訓となったことも今回の収穫の一つであったかと思います。いずれ

にしろ箕面市の中で大きな混乱を招くことはなかったということで、

ひとまず安心しました。 

○委員（坂口一美君） ： インフルエンザの感染拡大に対する対応につい

ては、箕面市は非常によかったのではないかと思います。一つお聞き

したいのは、今回事業の中止として、いろいろなものが中止されまし

たが、本市の修学旅行や校外学習等の中止がどれくらいあったのか。

一部に中止や延期に伴っての交通費の違約金の問題が発生していると

府内で聞きました。近畿の校長会等の専門部会などでＪＲ各社や旅行

会社が話し合いをして、官公庁の証明書があれば違約金がかからない

という話もあるようですが、トラブルが府内で起きていることも聞き

ました。短期間の１週間のことでしたが、その間に修学旅行等が集中

していましたので、本市としての状況をお聞きしたいのですが。 

○教育長（森田雅彦君） ： ５月中に修学旅行や宿泊行事があった学校は

延期として対応してもらいました。違約金等を払った学校はありませ

ん。ただ、新幹線等の交通機関で、時期をずらしたことで少しお金が

絡んでくる学校が一部あると聞いていますが、調整しています。 

○委員（坂口一美君） ： 保護者の中には修学旅行等は生涯の思い出にな

るので、是非とも中止ではなく延期してほしいということもありまし

たし、橋下知事や文部科学省からもそのような方向性で思い出づくり

をしていただけるような状況を作っていただきたいと言っていました



ので、よろしくお願いします。 

（引き続き、議案書１１６頁により報告） 

○教育長（森田雅彦君） ：  

 ◎近畿都市教育長協議会定期総会について 

   ５月１４日から１５日に舞鶴市で開催されました。２日目の情報交換

会で滋賀県米原市、この街は人口４万人ですが、認定子ども園に向け

てのいろいろな取組が報告されました。特に保育所と幼稚園の指針を

一本化したことと施設を一つに統合して対応しています。これは、私

立も公立も含めて一つにしたということです。また、保育所と幼稚園

それぞれの担当を兼務発令したということですが、市長部局と教育委

員会事務局と分かれているので、なかなか難しいという報告がありま

した。また、和歌山県岩出市は中学生による防災育成講座の報告があ

りました。この街も人口５万２千人ですが、南海地震や東海地震につ

いての対策がなされており、そのような大きな災害が起こったときに

子どもたちを含めて、対応がきちんととれるようにと、防災教育につ

いて大変力を入れられているという報告がありました。また、兵庫県

西脇市は、西脇工業で駅伝のまちとして有名ですが、まちぐるみで地

域教育力向上プランとして、人権施策、人権教育に視点を当てて、町

中で対応しているという報告でした。また、舞鶴市でも大変わかりや

すい、グランドデザインとして施策を進めています。本市もいろいろ

な施策を進めていますが、ぱっと見てわかるようにそのようなものを

作成する必要があるのではないか。これは３部で調整しながらできる

だけ早く作りたいと思っています。 

◎第６１回全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会について 

  ５月２８日から２９日に大津市で開催されました。インフルエンザの

影響で６００人参加されるところが、３００人となりましたが、府内

の教育長さんはほとんど出席されていました。その中で文部科学省か

ら今回のインフルエンザの対応について、市町村で休校措置を指示し

たので、その対策等についてももう一度きちんと対応してほしいとい

うことであったり、あるいは、衆議院選挙を控えていますので、教職

員の選挙運動への在り方についての周知をすること。あるいは、ＤＶ

についての丁寧な対応について、人事権や学級編制権が今後、設置者

の方にどんどん委譲されていくであろうという話や、免許更新制度が

始まったので、その対応をお願いしたいというような内容でした。臨

時市議会がありましたので、１日目のみの出席となりました。 

◎平成２１年度第２回箕面市議会定例会文教常任委員会について 



   議案書に記載してあるとおりです。彩都地区小中一貫校建設に関する

の請願については、種々論議がありましたが、新しいまちに新しい学

校は必要だということで不採択となりました。債務負担行為について

は、委員会では承認され、２３年４月の開校に向けて準備を進めてい

きたいと思います。 

○委員長（小川修一君） ： この件について、何か質問、意見はありませ

んか。 

○委員長（小川修一君） ： ないようですので、各委員から教育行政にか

かることで何かありませんか。 

○委員長（小川修一君） ： ないようですので、事務局から「その他、教

育行政に係る報告」があれば、申出を受けますが、いかがですか。 

○委員長（小川修一君） ： ないようですので、本日の会議は、全て終了

し、付議された案件、議案７件、報告６件はすべて議了しました。 

○委員長（小川修一君） ： 本日の意見交換は、先日、箕面市のこととし

て、カラスの問題とサルの問題がセットで報道されました。このサルの

問題は頭の痛いところであり、いろいろと方策も採ってきたのですが、

例えば、収容する檻を設けたり、捕獲したサルを研究所に委譲すること

も行ってきました。「箕面山に生息する野生のニホンザル」の問題につ

いては、民家にまで出没して食べ物をあさる状況であったり、かねてか

らよく見られるのですが、ドライブウェイ上に出没して車のボンネット

の上に乗ったり、食べ物をねだったりすることが、しばしば起こってお

り、箕面山に住み着いている野生のニホンザルの保護管理に関して、な

んとかしなくてはならないことも社会問題として取り上げられている

次第です。このニホンザルの保護管理の現状について、簡潔にお願いし

ます。 

○文化財保護担当専任参事（河原弘明君） ： 現在、箕面山に生息してい

るニホンザルは、４集団約６００頭います。その中で、保護管理は、観

光客等に対して「食べ物を見せない」「食べ物を与えない」「近寄らな

い」等を基本にチラシや注意放送、注意看板で啓発をしています。また、

昭和２９年頃にできた自然動物園の廃園、餌場の移動、猿害防止警備員

の配置、捕獲、食餌木植栽事業の実施、職員による巡回警備等、猿害補

償といった様々な対策を実施しています。平成１４年度からは、国の補

助金を受け、頭数抑制のためのバースコントロールの試行実施やラジオ

テレメトリーによる集団管理、生息地での植生調査、猿害防止のための

調査等に取り組んできました。人間とサルとのトラブルは大幅に減少し

ましたが、頭数だけが増えている現状です。     



○委員長（小川修一君） ： 今６００頭ほどが箕面の山に生息しています

が、とてもでないが、管理が難しいところですが、手を打つとしては、

どのようなことが考えられるかということなのですが。 

○文化財保護担当専任参事（河原弘明君） ： 平成１８年６月に教育委員

会から箕面山ニホンザル保護管理委員会あてに諮問し、同年１２月に

「箕面山に生息するニホンザル保護管理計画」を策定しました。その計

画では、「箕面山に生息するニホンザルの適正頭数は、自然再生のもと

人工給餌を止め自然の木の実を採食して生息しうる頭数を目標に保護

管理を推し進めてほしい」という答申がありました。「当面は、主要集

団２００頭を大幅に超えない数、第２集団を含めた全体でも３００頭を

大幅に越えない頭数を目標」として保護管理を進めていきたいと思いま

す。また、自然に帰す取組をしていく中で、人間からの「餌やり行為へ

の規制」が重要であるとも指摘されています。今後の対策の一つとして

は、ドライブウェイ上での餌やり行為をなんとかなくすためには、条例

等を作成し、規制していくべきではないかと考えているところです。 

○委員（白石裕君） ： ３年半前に、教育委員会委員に就任させていただ

いたときに、大きな課題の一つにサルの問題があると聞きました。本

当に大変なのだなと思っていて、しばらく収まっていてよかったと思

っていたら、禁止条例を出さないとどうしようもない状況となってい

て、また、問題が浮上してきたのだなと思ったのですが、この禁止条

例の目的と制定する根拠について、何となくはわかるのですが、具体

的に説明をお願いします。 

○文化財保護担当専任参事（河原弘明君） ： 箕面市サル餌やり禁止条例

の目的は、箕面山に生息する野生のニホンザル本来の自然群の姿に戻す

ことが一つの目標です。それに伴って、野生喪失の主原因である人から

の餌やりを禁止する、餌やりをなくすことが一番大事ではないかという

ことを、今回の条例の目的と考えています。また、観光客等への「自然

に帰す実験中であるのでエサを与えないでください」とお願いを今まで

ずっとしてきました。観光客等のモラルにゆだねてきましたが、なかな

か減少することはなく、テレビでも放映されましたが、餌やりがなされ

ているのが現状です。また、保護管理のための方策として、本年４月２

７日に開催された「箕面山ニホンザル保護管理委員会」でも、委員から

の指摘があり「やはり観光客等からの餌やり規制は重要な課題で、観光

客等から餌をもらったサルは給餌場にも入らず、高栄養、高カロリーを

得ることからサルの生態系にかなり悪影響を及ぼしており、出産もかな

り増えてきている。頭数抑制にもならない」と指摘されています。なる



べく保護管理のためにも条例を制定してはどうかといわれていること

が、今回進めていくための要因となっています。  

○委員（白石裕君） ： 条例の内容の主なところは、どういったことにな

りますか。 

○文化財保護担当専任参事（河原弘明君） ： 今回の条例は、行政上の義

務違反に対しての秩序罰を加えた条例を考えています。指導・勧告・命

令・そして、悪質な場合は最終的に過料を適用する厳しい条例を制定し

ようと考えています。なお、過料は、地方自治法第２５５条の３の規定

に基づき相手に弁明の機会を与えるとともに、約３千円以下の罰金を考

えています。なお、箕面のサルは野生のサルです。箕面市内全域にどこ

でも出没しますので、箕面山だけで地域を限定すると問題が出てくるの

で、今回の適用区域は箕面市全域と考えています。また、目的と取組の

理解を得るための周知期間を設けたいとして、９月議会の上程を考えて

おり、平成２２年４月１日から施行するといった内容を考えています。 

○委員（白石裕君） ： 餌を与えることがだめなので、誰か見ている人が

いて、違反しましたねということになりますが、しょっちゅうみている

のが大変なのですが、具体的な罰則に値する行為の発見のプロセスはど

のようなものですか。 

○文化財保護担当専任参事（河原弘明君） ： まず、与えないようにと指

導します。だいたいはそこでやめられますが、続ける場合は、勧告しま

す。それでもだめであれば命令をします。命令の時に今、考えています

のが、サッカーのイエローカードのようなもの、現認はできないが、こ

れを渡すので、次にもし行ったら最終的に罰則を行いますとの段階を踏

もうかと思っています。発見については、職員が絶えず巡回をしていま

すので、職員による発見となります。 

○生涯学習部次長（黒田正記君） ： サルの保護管理を職員が行っている

のですが、ラジオテレメトリーを付けてサルの場所がだいたい確定でき

るのです。そのような群管理を職員が行っていますが、ただ、サルは１

カ所にとどまらず、細長くなったりします。その細長くなった外れのと

ころで餌やりが行われることがあるので、職員が対応することになると

考えています。 

○委員（福井聖子君） ： 餌やり禁止条例の効果は、餌をやらないと山に

帰るとか出産率が低下するだろうということが見込めると思うのです

が、その効果の判定はいつ頃どうやって行われるのでしょうか。餌や

り行為が減ったことで条例の効果があったとみるのか、サルの頭数が

減ったときに条例の効果があるとみるのか、サルの出産をみるのか、



この条例の効果判定はいついかなる方法で行われるのですか。 

○文化財保護担当専任参事（河原弘明君） ： ドライブウェイ上で餌を与

えないと、おなかがすくので、餌場に入る確率が高くなると思います。

高カロリーを与えないので、出産が自然の場合でしたら、２年に１回、

３年に１回なのですが、スナック菓子など、いろいろなものを与えられ

たサルは体力もつくので、毎年出産という傾向が見られます。餌やりを

やめて、サルがドライブウェイ上にいなくなって、餌場に行って初めて

効果が現れるのではないか。出ている以上は、まだまだカロリーが与え

られるので、出産率も高くなる。その群れがすべて山奥の餌場にいって、

ドライブウェイ上にサルが見えなくなったときが、効果が現れた時期だ

と考えています。 

○委員（福井聖子君） ： それは、ラジオテレメトリーで確認していなく

なったから大丈夫ということですか。 

○文化財保護担当専任参事（河原弘明君） ： それもありますが、餌場に

職員がおりますので、群れが入るところを確認していますので、餌を与

えるときに職員がドライブウェイ上にいた集団が入ってきたことなど

がわかります。 

○委員（坂口一美君） ： 条例制定に向けて、市民からのパブリックコメ

ントなどは実施するのですか。また、それを受けてからの今後のスケジ

ュールについて。また、私も格闘していますが、カラスの対策とか悩ま

しい問題との関係についてお願いします。 

○文化財保護担当専任参事（河原弘明君） ： パブリックコメントについ

ては、現在告知をしています。６月１０日から、この条例が市民の権利

を制限し、又は義務を課する制度等の制定であることから、６月１０日

から３０日までパブリックコメントを実施し、意見を募集します。それ

が終わって、８月中旬には、パブリックコメントの意見に対する回答を

行い、条例の素案を決定し、９月議会に禁止条例を上程し、可決されま

すと、１０月から放送や啓発看板の掲示、チラシ等の配布、もみじだよ

りやホームページでの周知、巡回時での呼びかけなどで周知し、平成２

２年４月１日を施行と考えています。また、カラス等の問題ですが、箕

面山のニホンザルは、約５０年間ほど、保護管理をしています。専門家

の知見を得ながら、保護管理を進めており、観光客等から餌をもらった

サルが給餌場に入らないという状況の中、生態系の保護のために今回の

餌やり禁止条例を作ることで、カラスの場合は、市民の良好な生活環境

を確保することを目的としていますので、野良猫などに勝手に餌をやっ

て周辺住民に迷惑をかけることを禁止する条例とは、その目的が異な



りますので、今回の餌やり禁止条例は、箕面山に生息するニホンザルに

限定させていただきました。 

○委員長（小川修一君） ： この問題は、なかなか悩ましいところである

と思うのです。箕面は全国的に観光地として知れ渡っていますし、滝と

紅葉とサルが３つの大きな観光資源というとらえ方もあると思います

し、動物愛護の観点も入ってこようかと思います。しかし、猿害が出て

いますので、何とかしなくてはいけないという担当の働きを提示してい

ただいているので、その方法で猿害を取り除きたいという一つの方向性

を示していると思います。それ以外の方法があれば、今までとっくに行

っているということもあるかと思いますが、何か手を打たなければなら

ない観点で、条例制定という方法を考えておられるということですね。

この方向性で行ってみようという結論と考えて今回の意見交換は終え

たいと思います。 

○委員長（小川修一君） ： これをもちまして、平成２１年第６回箕面市

教育委員会定例会を閉会とします。 

 

 

 

 

 

（午後３時２６分閉会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のとおり会議の次第を記し、相違ないことをみとめたので、ここに

署名する。 

 






